
 
 

 

 
施設サービス（ショートステイを含む）を利用されている方の居住費（滞在費）及び食費

は、基本的に全額自己負担となっています。 
本制度は、一定の低所得要件を満たしている方が介護保険施設（介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、介護医療院）に入所・入院する際やショートステイを利用する際の居住費・

食費を軽減する制度です。 
軽減を受けるためには、利用施設に「介護保険負担限度額認定証」を提示する必要があり

ます。また、当該認定証の有効期限は毎年７月３１日までです。引き続き、認定証の交付を

希望する方は、更新申請の手続きが必要になります。 
※グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等の施設は対象外です。 
 

 
軽減を受けられる対象者は次のいずれにも該当する方です。 
１、本人及び同一世帯全員が市民税非課税であること。 
２、配偶者（世帯分離している場合も含む）が市民税非課税であること。 

（配偶者の範囲は婚姻届を提出していない事実婚も含みます。） 
３、預貯金等の資産が基準額以下（別表１）であること。 

（ 別表１ ） 
利用者負担段階 対 象 者 

第１段階 

生活保護を受給している方 

同一世帯全員

（世帯分離をし

ている配偶者

を含む）が市

民税非課税 

老齢福祉年金を受給の方 

預貯金等※２の資産の合計が 

１,０００万円以下 

(夫婦は、２,０００万円以下) 

第２段階 

前年の本人の年金収入額※１

＋その他の合計所得金額が

８２．６５万円以下 

かつ、預貯金等※２の資産の

合計が６５０万円以下 

(夫婦は、１,６５０万円以下) 

第３段階 ① 

前年の本人の年金収入額※１

＋その他の合計所得金額が

８２．６５万円超１２０万円以

下 

かつ、預貯金等※２の資産の

合計が５５０万円以下 

(夫婦は、１,５５０万円以下)  

第３段階 ② 

前年の本人の年金収入額※１

＋その他の合計所得金額が

１２０万円超 

かつ、預貯金等※２の資産の

合計が５００万円以下 

(夫婦は、１,５００万円以下)  

 ●４０歳以上６５歳未満の方（第２号保険者）は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等

の資産の合計が１,０００万円（夫婦の場合は２,０００万円）以下の方が対象となります。 
 ●令和８年８月１日より所得の状況の基準額が変更になりました。 
※１：年金収入額＝公的年金収入額（非課税年金収入額含む。） 

非課税年金とは、遺族年金（寡婦年金を含む）や障害年金などです。 
※２：預貯金等の資産に含まれるもの 

介護保険負担限度額認定の対象となる方（認定要件） 

介護保険負担限度額認定制度 



申告対象となる資産をお持ちの方は、証明するための書類を別途添付していただきます。 

 

 
 
 負担限度額認定の対象となる方の所得状況により、利用者負担段階が区分され、施設に支

払う１日あたりの金額が決められます。 
※【】は老健・医療院等で室料を徴収しない場合 

利用者 

負担段階 

居 住 費（滞 在 費） 食費 

従来型個室 

多床室 
ﾕﾆｯﾄ型 

個室 

ﾕﾆｯﾄ型 

個室的多床室 

施設 

入所 

短期 

入所 
特養・ 

短期入所 

老健・ 

介護医療院 

第１段階  ３８０円   ５５０円 ０円   ８８０円 ５５０円 ３００円 ３００円 

第２段階  ４８０円   ５５０円  ４３０円   ８８０円 ５５０円 ３９０円 ６００円 

第３段階①  ８８０円 １，３７０円 ４３０円 １,３７０円 １,３７０円 ６８０円 １,０３０円 

第３段階②  ９８０円 １，４７０円 
５３０円 

【４３０円】 
１,４７０円 １,４７０円 １,４２０円 １,３６０円 

●上記第１段階～第３段階②に該当しない方の居住費や食費は、施設と利用者の契約により

決まります。ご利用施設に直接お問い合わせください。 

申告対象となる資産 添付が必要な確認書類 

預貯金（普通・定期） 

最新まで記帳した通帳の写し 

（表紙を開けたページ・年金の最新入金がわかるペ

ージ・最終残高のページ） 

※インターネットバンクであれば口座残高ページ

の写し 

有価証券（株式、国債、地方債、社債など）、農

業協同組合の出資配当金 

証券会社や銀行等の口座残高の写し、農業協同組合

の出資配当金 

※ウェブサイトの写しも可 

金・銀など 
購入先の銀行の口座残高の写し 

※ウェブサイトの写しも可 

投資信託 
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し 

※ウェブサイトの写しも可 

現金（タンス預金等） 自己申告 

負債 借用証書など 

＊申告不要な資産 

生命保険、自動車、貴金属（時価評価額の把握が困

難であるもの）、 

絵画、骨董品、家財など 

居住費（滞在費）・食費の１日あたり自己負担限度額 




